
*********************福崎町水道事業料金等一覧表**********************

● 水道料金（水道料金単価表で計算した料金＋量水器管理手数料）

水道料金単価表（１ヶ月あたり）＊検針及び料金の請求は 2ヶ月毎です（カッコ内数字は 2ヶ月の場合）

● 量水器管理手数料（1ヶ月）【カッコ内は 2ヶ月の場合】

〔例〕一般家庭用、口径 13mmで２ヶ月に５０㎥使用したとき

● 開閉栓手数料（消費税非課税）

・ 開栓手数料 無料

・ 閉栓手数料 無料

・ 名 義 変 更 無料

・ 廃止手数料 工事費

● 加入分担金（消費税含む）

メーター口径

基 本 料 金 超 過 料 金 （１㎥あたり）

水 量

（㎥）

料 金

（円）

1～10㎥
（1～20㎥）

（円）

11～50㎥
（21～100㎥）

（円）

51～80㎥
（101～160㎥）

（円）

81～110㎥
（161～220㎥）

（円）

111㎥以上
（221㎥～）

（円）

13mm～
25mm

10
（20）

880
（1,760）

90 108 114 137 154
30mm以上

10
(20)

1,000
(2,000)

口 径 13mm 25mm以下 40mm以下 100mm以下

料 金
55円

（110円）

170円
(340円)

280円
(560円)

1,700円
(3,400円)

基 本 料 金 880 ×2ヶ月 = 1,760円
21 ㎥～40㎥まで （40－20） × 90 = 1,800円
41 ㎥～50㎥まで （50－40） × 108 = 1,080円
量水器管理料 55円 ×2ヶ月 = 110円
合 計 4,750円
合計 + 消費税 4,750円 ×1.1 ＝ 5,220円（10円未満切捨）

口 径 金 額 口 径 金 額 口 径 金 額 口 径 金 額

13mm 77,000 25mm 206,800 40mm 770,000 75mm 2,589,400
20mm 128,700 30mm 385,000 50mm 1,558,700 100mm 5,204,100



● 給水装置工事 設計検査手数料（消費税非課税）

1件 （メーター1個当たり） 3,000 円

● 給水装置工事事業者指定及び更新手数料 （消費税非課税）

1件 15,000 円

※指定工事事業者は５年ごとに更新が必要です。

● 水道図面コピー代 （消費税含む）住宅地図のコピーは致しかねます。

1枚あたり（用紙サイズＡ３以下） 白黒：10 円 カラー：80 円

**********************工業用水道事業料金等一覧表 **********************

● 工業用水道料金（基本料金＋使用料金）

（1ヶ月あたり）

（例）契約水量（日量）50㎥で（30日間）に 2,000㎥使用したとき

合計+消費税 93,500円×1 .1 =102,850円

● 加入分担金（消費税含む）

上水道事業に同じ

基 本 料 金
使 用 料 金

従 量 料 金 超 過 料 金

契約水量

26円／㎥
実使用水量

17円／㎥
契約水量を超える水量

58円／㎥

基 本 料 金 50㎥×30日×26円＝ 39,000円
従 量 料 金 1,500㎥ ×17円＝ 25,500円
超 過 料 金 500㎥ ×58円＝ 29,000円

合 計 93,500円

2,000㎥－1,500㎥


